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交通規制のお知らせ

車両通行止め・歩行者道路として交通規制を行います。

各線における交通規制時間は、概ね図面通りです。

交通規制エリア

芦屋警察署前交差点から国道４３号線精道交差点北

国道４３号線精道交差点南から芦屋公園南交差点 ・・・・１７：００～２４：００

芦屋公園南交差点から芦屋市総合公園交差点

南芦屋浜病院から芦屋市総合公園交差点まで ・・・・１８：００～２４：００

路線バス最終便通過後車両通行止め、歩行者道路となる

箇所を示す ・・・・１９：００～２４：００

南芦屋浜への路線バスの運行は、規制時間内は迂回路線となり、

浜風大橋南バス停までの運行となります。 ・・・・１８：００～２４：００

芦屋市総合公園前バス停等浜風大橋南バス停を除く南芦屋浜内に

おける他のバス停はすべて休止となります。 ・・・・１８：００～２４：００

尚、浜風大橋南から浜風大橋・シーサイド西口経由にて阪急芦屋川

方面の路線バスは運行致します。

・・・・・交差点名を示す

・・・・・バス停留所名を示す△△△△

〇〇〇

海岸通り街区、海洋町街区の住区内道路の部外者進入規制は、１０：００より

各住区出入口にて警備員が通行証の確認を行います。

居住者証は、芦屋市民まつり協議会が発行し、総合公園交差点で１３：００から

住区内車両進入規制を警備員が確認を行う。

居住区内への来客等が居住者証を所持していない場合は、居住者が来客分の

居住者証を用意する等の対応を行う。

警備員は、目的地の居住者名、住所の確認を行う。

道路通行許可車標章は、業務車両等通行が必要な者が芦屋警察署に申請を

行い、同標章を発行してもらい住区への立ち入りができるようにする。

同標章についても警備員が確認を行う。
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交通規制のお知らせ
車両通行止め・歩行者道路として交通規制を行います。

ご協力のほどお願いいたします。

バス運行規制

海洋町１街区 南浜町３街区の街区内道路の進入規制は、１０：００より各

街区出入口にて警備員が居住者証の確認をもって行います。

総合公園交差点では１３：００から街区内車両進入規制のため、警備員が

居住者証の確認を行ないます。

街区内への来客等が居住者証を所持していない場合は、居住者が来客

分の居住者証を用意する等の対応を行なってください。

緊急通行時において、警備員は、目的地の居住者名、住所の確認を行な

い通行させる場合があります。

居住者でない場合の通行については、業務車両等通行が必要な者が芦

屋警察署に通行許可標章の発行申請を行い、同標章を警備員が確認し、

街区への進入ができるようにします。


